
数量公開の説明書 

 

１ 提供方法 

  数量書の提供は、全ての者に対し、図面等の交付と同時に行うものとする。 

 

２ 数量書に対する質問等 

数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「入札説明書に

対する質問」又は「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準じて行う

ものとする。 

  質問書は、入札説明書等に対する質問書とは区別して提出するものとする。 

   なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。 

  質問に対する回答については、入札説明書等に対する質問の回答書とは別に回答する。 

 

３ 数量書の数量及び構成 

 (1) 数量の算出は、次の基準により算出している。 

  ア 建築工事 

    「公共建築数量積算基準（令和５年度版）国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」 

  イ 土木工事 

「土木工事数量調書作成の手引き（平成３０年度版）整備計画局施設技術管理官制

定」 

  ウ 電気設備工事・機械設備工事 

    「公共建築設備数量積算基準（令和５年度版）国土交通省大臣官房官庁営繕部制

定」 

    「防衛施設設備積算要領（令和４年度版）整備計画局施設技術管理官制定」 

  エ 通信工事 

   「防衛施設設備積算要領（令和４年度版）整備計画局施設技術管理官制定」 

   「通信工事積算要領（令和４年度版）整備計画局施設技術管理官制定」 

 (2) 数量書の様式は、次の書式を参考としている。 

  ア 建築工事 

「公共建築工事内訳書標準書式（令和５年度版）国土交通省大臣官房官庁営繕部

制定」 

  イ 電気設備工事・機械設備工事・通信工事 

「公共建築設備工事内訳書標準書式（令和５年度版）国土交通省大臣官房官庁営

繕部制定」 

  



工事費内訳明細書の注意事項 

 

１ 未提出であると 

認められる場合 (1) 工事費内訳明細書が白紙である場合 

(2) 工事費内訳明細書に表紙が付いていない場合 

２ 記載すべき事項が 

欠けている場合 
(1) 数量、単価、金額等の記載が欠けている場合 

３ 記載すべき事項に 

誤りがある場合 (1) 発注案件名に誤りがある場合 

(2) 提出業者名に誤りがある場合 

(3) 
工事費内訳明細書の合計金額が入札金額と 

大幅に異なる場合 

４ その他 
(1) 

他の入札参加者の工事費内訳明細書と類似し、 

合理性がなく、極めて不自然な場合 

 


